
連
合
が
実
施
し
た
男
女
平
等
月
間
実
態
調

査
（
２
０
１
１
／
５
）
に
よ
る
と
、
パ
ワ
ハ

ラ
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
人
が
全
体
の
２
割

に
達
し
ま
し
た
。
（
下
グ
ラ
フ
参
照
）
。

●●●●
パパパパ
ワワワワ
ハハハハ
ララララ
行行行行
為為為為
とととと
はははは

上
司
な
ど
が
職
権
を
背
景
に
、
人
格
を

侵
害
す
る
行
為
を
い
い
ま
す
。
例
と
し
て

は
、
以
下
の
よ
う
な
個
人
を
侮
辱
す
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

「
お
前
は
頭
が
悪
い
。
バ
カ
だ
。
こ
の

仕
事
が
向
い
て
い
な
い
の
で
来
る
な
。
会

社
を
や
め
ろ
。
」

こ
う
し
た
こ
と
は
人
格
権
の
侵
害
と
な

り
、
以
下
の
点
で
法
律
違
反
と
な
り
ま
す
。

①
不
法
行
為
責
任

実
際
に
人
格
権
を
侵
害
し
た
上
司
は
、

不
法
行
為
責
任
（
民
法
７
０
９
条
）
を
負

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
仕
事
の
こ
と
で
も
、

相
手
を
侮
辱
す
る
行
為
は
、
損
害
賠
償
の

対
象
に
な
り
ま
す
。

②
安
全
配
慮
義
務

会
社
に
は
、
安
全
配
慮
義
務
が
あ
り
ま

す
。
労
働
契
約
法
第
５
条
で
「
使
用
者
は
、

労
働
者
が
、
そ
の
生
命
、
心
身
等
の
安
全

を
確
保
し
つ
つ
労
働
す
る
こ
と
が
出
来
る

よ
う
、
必
要
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
」

と
定
め
て
い
ま
す
。

●●●●
対対対対
処処処処
方方方方
法法法法
はははは
？？？？

①
パ
ワ
ハ
ラ
行
為
の
事
実
（
日
時
、
場
所
、

相
手
の
氏
名
、
言
動
の
具
体
的
内
容
）
を

記
録
し
、
会
社
に
送
り
、
会
社
の
安
全
配

慮
義
務
を
追
及
す
る
。

②
右
記
と
同
様
の
内
容
を
上
司
に
送
り
、

上
司
の
不
法
行
為
責
任
を
追
及
す
る
。

③
う
つ
病
な
ど
に
な
っ
た
場
合
は
、
労
働

災
害
と
し
て
、
労
働
基
準
監
督
署
に
労
災

申
請
の
手
続
き
を
と
る
。

④
解
決
後
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、

労
働
組
合
に
入
り
、
解
決
後
の
労
働
条
件

な
ど
を
団
体
交
渉
で
決
め
る
。
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